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第１条 適用範囲 

 １． 本仕様書は、高槻市都市創造部道路課が施行する「令和７年度都市計画道路高槻北駅南芥川線事業    

に係る物件調査業務委託（以下「業務」という。）」に適用する。  

 ２． 本業務は、本特記仕様書、業務委託契約書及び用地調査等業務共通仕様書（近畿地方整備局、令和   

６年３月２２日改正）並びに関係法令に基づき施行する。仕様書等に記載の無い事項については、発 

注者と協議し、決定する。 

 

第２条 業務目的 

    本業務は、都市計画道路高槻北駅南芥川線事業の施行に伴い、対象範囲を調査し、権利者の補償金 

   算定を行うものである。 

 

第３条 業務内容 

    本業務の業務内容は、下記の通りとする。 

     イ 工作物等の調査及び算定 

     ロ 営業その他の調査及び算定 

     ハ 消費税等調査 

     二 補償説明 

 

第４条 業務上の疑義 

    受注者は、本業務の遂行にあたり業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議し、その   

指示を受けなければならない。 

 

第５条 管理技術者・照査技術者 

    管理技術者及び照査技術者は、下記の全ての資格を有するものでなければならない。 

補償業務管理士（物件部門）、（機械工作物部門）、（営業補償・特殊補償部門）、（補償関連部門） 

 

第６条 提出書類 

 １． 受注者は、業務の着手及び完了にあたっては、下記の書類を提出しなければならない。 

 ２． 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提

出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

 ３． 提出した書類に変更が生じた場合は、直ちに変更した書類を発注者に提出しなければならない。 

（１）業務工程表            期日  契約後速やかに 

（２）管理技術者及び照査技術者     〃     〃 

（３）管理技術者及び照査技術者経歴書  〃     〃 

（４）着手届              〃     〃 

（５）業務委託内訳書          〃     〃 

（６）完了届              〃   業務完了の日 

（７）引渡書              〃   引渡しの日 

（８）請求書              〃   請求しようとする日 

 



 

第７条 資料等の貸与及び返却 

１． 発注者は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与するものとする。 

２． 受注者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合は直ちに発注者に返却す

るものとする。 

３． 受注者からの要求があった場合で、発注者が必要と認めたときは、受注者に図面の原図を貸

与する。ただし、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担におい

て備えるものとする。 

４． 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、 

  損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

５． 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

 

第８条 身分証明書の携帯 

    現地調査を実施する場合、受注者は発注者が発行する身分証明書を常に携帯しなければならない。 

 

第９条 法令等の遵守 

    受注者は、業務の実施にあたり、関係法令を遵守しなければならない。 

 

第１０条 中立性の保持 

     受注者は、常に中立性を保持するよう努めなければならない。 

 

第１１条 守秘義務 

     受注者は、業務上で知り得た事項を、他に漏らしてはならない。また、発注者の許可なく貸与・ 

公表・使用してはならない。 

 

第１２条 個人情報の保護 

     受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報

取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

第１３条 内部通報に関する事項 

 １．  受注者又は受注者が本仕様書に定める業務等に従事させる者（以下「従事者」という。）は、当

該業務の履行に際し、本市の事務事業に関して、法令等に違反し、又は違反するおそれのある事実、

若しくは不当な事実を知った場合は、「高槻市職員等からの内部通報に関する規則（平成２４年規

則第４５号）」に基づき、その事実を本市に通報することができる。 

 ２．  受注者は、前項について、契約後速やかに、従事者に周知するものとする。 

 

第１４条 再委託等の禁止及び誓約書の提出等 

１．  受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あら

かじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

２．  受注者は、受任者又は下請負人等が、高槻市暴力団排除条例（平成２５年高槻市条例第３３号）

第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第３号に規定する暴力団



密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）でないことを表明した誓約書を、それぞれから

徴収し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと判断した場合はこの限り

ではない。 

３．  発注者は、受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者を受任者又は下請負人等として

いる場合は、受注者に対して、当該委任又は下請契約等の解除を求めることができる。 

４．  前項の規定により契約の解除を行った場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。 

 

第１５条 費用の負担 

     本業務の遂行に伴う検査等に必要な資料は、本特記仕様書に明記のないものであっても、原則と

して受注者の負担とする。 

 

第１６条 成果品の提出 

     本業務の成果品は下記の通りとする。 

      ○調査報告書（紙媒体）  ：２部（正１部、副１部） 

      ○調査報告書（電子媒体） ：２部（ＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒ） 

      ○その他資料       ：一式 

 

第１７条 履行期間 

     履行期間は契約締結日から令和７年１２月２６日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【個人情報取扱特記事項】 

 ※本契約における適用除外項目：第７及び第１４第２項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は、委託業務を行うに当たっては、受託者（個人情報の保護に関する法律（以下

「個人情報保護法」という。）第６６条第２項第１号に掲げる者をいう。）として、個人

情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の

重要性を認識するとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適

正に取り扱わなければならない。 

２ 受注者は、個人情報の安全管理について、管理責任者の選任、個人情報保護責任者の指定

等、内部における責任体制を構築するとともに、その体制を維持しなければならない。 

  （収集の制限） 

第２ 受注者は、委託業務を行うために個人情報を収集するときは、委託業務の目的を達成す

るために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

  （目的外利用・提供の禁止） 

第３ 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外の目的で利用し、

又は第三者に提供してはならない。 

  （漏えい、滅失及びき損の防止等） 

第４ 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止

その他の個人情報の適正な維持管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の措置は、当該個人情報を記録した媒体の性質に応じたものとしなければならない。 

  （個人情報の漏えいの禁止） 

第５ 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この契約

が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

（従事者の監督等） 

第６ 受注者は、委託業務に従事する者（派遣労働者を含む。以下「従事者」という。）に個

人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の適正な維持管理が図られるよう、

従事者を限定するとともに、当該従事者に対し必要かつ適切な監督を行わなければなら

ない。 

２ 受注者は、従事者に対し個人情報の保護に関する研修、教育等（情報システムを使用する

委託業務の場合は、その管理、運用及びセキュリティ対策に関するものを含む。）を実

施しなければならない。 

（個人情報の保護に関する誓約書） 

第７ 受注者は、従事者から個人情報の保護に関する誓約書を徴取し、その写しを発注者に提

出しなければならない。ただし、委託内容の性質上、発注者が誓約書の写しの提出を不

要と判断したときは、この限りでない。 

（従事者への周知、罰則の教示等） 

第８ 受注者は、従事者に対して、在職中及び退職後においても、委託業務に関して知り得た

個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことな

ど、個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。 

２ 受注者は、前項の周知の際に、個人情報保護法及び番号法に規定する罰則の適用がある違

反行為をした場合には、懲役又は罰金に処されることを教示しなければならない。 



３ 受注者は、従事者又は従事していた者が、前項の違反行為をしたときは、受注者に対して

も罰金刑が科される旨を十分認識し、委託業務を処理しなければならない。 

（作業区域等） 

第９ 受注者は、委託業務に係る個人情報を取り扱う場合は、発注者の管理権限が及ぶ区域で

行わなければならない。ただし、クラウドサーバの使用等やむを得ず発注者の管理権限

が及ぶ区域以外で個人情報を取り扱う必要があるときは、当該作業区域又は情報管理区

域を限定するとともに、個人情報の保管施設の特定、入退室管理、警報装置の設置、耐

震防火対策等、個人情報に係る安全対策を明確にした上で、事前に書面により発注者に

申請し、その許可を得なければならない。 

２ 受注者は、発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、前項の作業区域又は情報管理区

域から個人情報を持ち出し、又はデータ移行をしてはならない。 

（個人情報の授受等） 

第 10 受注者は、発注者との間で委託業務に関する個人情報を授受する場合は、発注者が指

定した手段、日時及び場所で行うとともに、発注者の定める受渡し記録簿により記録し

なければならない。 

（複写又は複製の禁止） 

第 11 受注者は、委託業務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等

を発注者の事前の承認なしに複写し、又は複製してはならない。 

２ 受注者は、前項の規定により複写し、又は複製する場合は、その対象を必要最小限に限る

とともに、処理終了後は不要となった情報を発注者の指定する方法により速やかに消去

しなければならない。 

（記録媒体による成果物の表記） 

第 12 受注者は、個人情報が記録された成果物を記録媒体で発注者に納品する場合は、ラベ

ル等の表記について第三者が容易に識別できない措置を講じなければならない。 

（情報システム等のセキュリティ対策） 

第 13 受注者は、委託業務において情報システム、電磁的記録媒体、電子メール等を使用し

て個人情報を取り扱う場合は、権限管理、アクセス制御、不正アクセスの防止、操作ロ

グの取得、ウイルスチェック、暗号化、ファイヤウォールの設定、個人所有機器の使用

制限、覗き見防止、バックアップその他情報の管理形態に応じたセキュリティ対策を講

じなければならない。 

（返還又は廃棄） 

第 14 受注者は、委託業務の終了時に、委託業務において利用する個人情報について、発注

者の指定した方法により、返還又は廃棄若しくは消去を実施しなければならない。 

２ 受注者は、委託業務において利用する個人情報（特定個人情報を含むものに限る。以下こ

の項において同じ。）の消去又は廃棄をする場合は、事前に消去又は廃棄をすべき個人

情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に

申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに

応じなければならない。 

４ 受注者は、委託業務において利用する個人情報の廃棄をする場合は、当該個人情報が記録

された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他個人情報を判読不可能とするのに必要な



措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及

び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。 

（再委託を行う場合における制限） 

第 15 受注者は、再委託先（派遣元事業主及び受注者の子会社を含む。）に個人情報を取り扱

わせる場合には、複製の制限、セキュリティ対策、個人情報の滅失、毀損、漏えい等に

係る報告、業務終了時における消去及び媒体の返還その他の個人情報の保護措置に関し

て、当該再委託先に対し同等の義務を負わせ、その遵守を監督する旨の書面を発注者に

提出しなければならない。 

２ 受注者は、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うもの

とする。 

（個人情報の管理に係る記録の整備） 

第 16 受注者は、従事者名簿、従事者への研修実施簿その他個人情報の適正な取扱いの事後

検証に必要となる記録を整備するものとする。 

（立入検査等） 

第 17 発注者は、受注者が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の管理状況につ

いて、随時、受注者（委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。

以下この項において同じ。）の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、

又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

２ 発注者は、受注者におけるこの個人情報取扱特記事項に係る個人情報の取扱いが不適当と

認めるときは、必要な指示を行うものとする。 

３ 受注者は、前２項の検査等を拒むことができないものとする。 

  （事故発生時における報告） 

第 18 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあ

ることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 

２ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者への

報告、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するた

めに、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者は、委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当

該事故に関する情報を公表することができる。 

（損害賠償） 

第 19 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、発注者又は第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

（契約の解除） 

第 20 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この

契約を解除することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対

して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 


